
富士 一郎 

委 任 状 （住民異動届用） 

※委任する人がすべて記入してください。 
委任する人がすべての項目を記入できない場合は、お問い合わせください。 

市民課戸籍住民担当☎0545-55-2749 

 

（宛先）富 士 市 長            令和 ３年１２月１３日 

委 

任 

す 

る 

人 

住 

所 

現住所 静岡県富士市永田町１丁目１００番地 富士シティアパート３号 

異動先 
住所 （記入しない） 

氏 

名 

 

              ㊞ 

 
※署名または記名押印（自署の場合は押印不要） 

※外国人住民の方は、在留カードに記載されてい

る氏名を記入（通称、カタカナは不可） 

生年月日 
大正・昭和・平成 

 6０年 １月 １日 

電話番号 
090-****-**** 

私は次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 

代 

理 

人 

住 

所 

静岡県富士市本市場４３２番地の１ コーポＦ２０５号 

氏 
名 

 

 

 
※外国人住民の方は、在留カードに記載されてい

る氏名を記入（通称、カタカナは不可） 

生年月日 
大正・昭和・平成 

 ６０年１２月３１日 

電話番号 0545-##-#### 

委 

任 

事 

項 
 
 該当するものに必ず□✓を入れてください。 

【住民異動に関する事項】 

□ 転入（市外から富士市への住所異動） 

□ 転出（富士市から市外への住所異動）     異動日 

□✓ 転居（富士市内での住所異動）         令和  ３年１２月 １日 

□ 世帯分離・合併・世帯変更・世帯主変更 

□ 地番・方書（ｱﾊﾟｰﾄ名）・町内会・組修正 
 

【証明書の交付申請に関する事項】 

□✓ 住民票の写し 

□ 戸籍の全部・個人事項証明書（戸籍謄本・抄本） 

□ 戸籍の附票の写し 

 

【その他】 
 
 □  

 □ 
 

・委任状の偽造や偽造した委任状の行使は、刑罰の対象となります（刑法第 159 条、第 161 条） 
・記入漏れがある場合は受付できないことがありますのでご注意ください 

静岡 花子 

見本：親権者(又は成年後見人・

施設長等)が委任する場合 

異動する人 

・氏名 富士 桜子 

・生年月日 平成 19 年 4 月 1 日 

・現住所 富士市本市場 432 番地の 1 

・異動先住所 富士市大淵 676 番地 

クリーンハイツ 101 号 

異動する人の情報を欄外に 

必ず記入してください！ 

委任する人が児童福祉施設長

や法人の場合は代表者印を 

押印してください 


